
北海道根室海区　定置漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

羅さけ・いか定第１号 豊栄漁業有限会社ほ
か1名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ６月１日から１２月９日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から９月７日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月８日から９月１１日までの間は中網を、９月８日から９月１３日までの間は沖
網を敷設してはなりません。
（６） １１月２５日から１２月９日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・いか定第２号 有限会社赤岩水産ほ
か4名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ６月１日から１２月９日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から９月７日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月８日から９月１１日までの間は中網を、９月８日から９月１３日までの間は沖
網を敷設してはなりません。
（６） １１月２５日から１２月９日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・いか定第３号 有限会社阿保水産ほ
か1名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ６月１日から１２月９日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から９月７日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月８日から９月１１日までの間は中網を、９月８日から９月１３日までの間は沖
網を敷設してはなりません。
（６） １１月２５日から１２月９日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・いか定第４号 有限会社弐本滝漁業
ほか2名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ６月１日から１２月９日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から９月７日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月８日から９月１１日までの間は中網を、９月８日から９月１３日までの間は沖
網を敷設してはなりません。
（６） １１月２５日から１２月９日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・いか定第５号 有限会社菊地水産ほ
か1名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ６月１日から１２月９日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から９月７日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月８日から９月１１日までの間は中網を、９月８日から９月１３日までの間は沖
網を敷設してはなりません。
（６） １１月２５日から１２月９日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・いか定第６号 有限会社海共漁業ほ
か3名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ６月１日から１２月９日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から９月７日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月８日から９月１１日までの間は中網を、９月８日から９月１３日までの間は沖
網を敷設してはなりません。
（６） １１月２５日から１２月９日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・いか定第７号 丸ト田中水産有限会社
ほか5名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ５月１日から１２月９日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ９月８日から１１月２４日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２
以内に敷設しなければなりません。
（４） ５月１日から５月９日までの間及び８月２１日から９月７日までの間は、網を敷設
してはなりません。
（５） ９月８日から９月１２日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１１日から８月２０日までの間及び１１月２５日から１２月９日までの間は、漁
獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

漁場の区域



羅さけ・いか定第８号 丸米水産有限会社ほ
か6名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ５月１日から１２月９日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） ９月８日から１１月２４日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１
以内に敷設しなければなりません。
（４） ５月１日から５月９日までの間及び８月２１日から９月７日までの間は、網を敷設
してはなりません。
（５） ９月８日から９月１１日までの間は中網を、９月８日から９月１３日までの間は沖
網を敷設してはなりません。
（６） ８月１１日から８月２０日までの間及び１１月２５日から１２月９日までの間は、漁
獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・いか定第９号 有限会社丸三漁業ほ
か3名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ６月１日から１２月９日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から９月７日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月８日から９月１１日までの間は中網を、９月８日から９月１３日までの間は沖
網を敷設してはなりません。
（６） １１月２５日から１２月９日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・いか定第１０号 有限会社三協漁業ほ
か3名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ５月１日から１２月９日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） ９月８日から１１月２４日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１
以内に敷設しなければなりません。
（４） ５月１日から５月９日までの間及び８月２１日から９月７日までの間は、網を敷設
してはなりません。
（５） ９月８日から９月１１日までの間は中網を、９月８日から９月１３日までの間は沖
網を敷設してはなりません。
（６） ８月１１日から８月２０日までの間及び１１月２５日から１２月９日までの間は、漁
獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・いか定第１１号
2名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ６月１日から１２月９日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から９月７日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月８日から９月１１日までの間は中網を、９月８日から９月１３日までの間は沖
網を敷設してはなりません。
（６） １１月２５日から１２月９日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・いか定第１２号 菅原水産有限会社ほ
か5名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ５月１日から１２月９日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） ９月８日から１１月２４日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１
以内に敷設しなければなりません。
（４） ５月１日から５月９日までの間及び８月２１日から９月７日までの間は、網を敷設
してはなりません。
（５） ９月８日から９月１１日までの間は中網を、９月８日から９月１３日までの間は沖
網を敷設してはなりません。
（６） ８月１１日から８月２０日までの間及び１１月２５日から１２月９日までの間は、漁
獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・いか定第１３号 川村水産有限会社ほ
か1名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ５月１日から１２月１５
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ５月１日から５月９日までの間及び８月２１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（３） ８月１１日から８月２０日までの間及び１２月１日から１２月１５日までの間は、漁
獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・いか定第１４号 有限会社安部漁業ほ
か2名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ６月１日から１２月１５
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・いか定第１５号 有限会社木切別漁業
ほか2名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ５月１日から１２月１５
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ５月１日から５月９日までの間及び８月２１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（３） ８月１１日から８月２０日までの間及び１２月１日から１２月１５日までの間は、漁
獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・いか定第１６号 高橋水産有限会社 目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ６月１日から１２月１５
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



羅さけ・いか定第１７号 有限会社みさき水産ほ
か3名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ５月１日から１２月１５
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） ５月１日から５月９日までの間及び８月２１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（３） ８月１１日から８月２０日までの間及び１２月１日から１２月１５日までの間は、漁
獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・いか定第１８号 有限会社山本漁業ほ
か2名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ６月１日から１２月１５
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・いか定第１９号 株式会社栄伸ほか1名 目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ５月１日から１２月１５
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ５月１日から５月９日までの間及び８月２１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（３） ８月１１日から８月２０日までの間及び１２月１日から１２月１５日までの間は、漁
獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・いか定第２０号 有限会社伊藤水産ほ
か5名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ６月１日から１２月１５
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） ６月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・いか定第２１号 岩原漁業有限会社ほ
か1名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ５月１日から１２月１５
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ５月１日から５月９日までの間及び８月２１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（３） ８月１１日から８月２０日までの間及び１２月１日から１２月１５日までの間は、漁
獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・いか定第２２号 有限会社かねむ漁業
ほか5名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ５月１日から１２月１５
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ５月１日から５月９日までの間及び８月２１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（３） ８月１１日から８月２０日までの間及び１２月１日から１２月１５日までの間は、漁
獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・いか定第２３号 有限会社菱中漁業ほ
か2名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ５月１日から１２月１５
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ５月１日から５月９日までの間及び８月２１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（３） ８月１１日から８月２０日までの間及び１２月１日から１２月１５日までの間は、漁
獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・いか定第２４号 有限会社中谷漁業部
ほか2名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ５月１日から１２月１５
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ５月１日から５月９日までの間及び８月２１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（３） ８月１１日から８月２０日までの間及び１２月１日から１２月１５日までの間は、漁
獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・いか定第２５号 有限会社川上水産ほ
か3名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ５月１日から１２月１５
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ５月１日から５月９日までの間及び８月２１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（３） ８月１１日から８月２０日までの間及び１２月１日から１２月１５日までの間は、漁
獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・いか定第２６号 有限会社北越漁業ほ
か2名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ５月１日から１２月１５
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ５月１日から５月９日までの間及び８月２１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（３） ８月１１日から８月２０日までの間及び１２月１日から１２月１５日までの間は、漁
獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・いか定第２７号 有限会社丸モ田中漁業
ほか2名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ５月１日から１２月１５
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ５月１日から５月９日までの間及び８月２１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（３） ８月１１日から８月２０日までの間及び１２月１日から１２月１５日までの間は、漁
獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・いか定第２８号 有限会社イゲタ三芦﨑
水産ほか2名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ６月１日から１２月１５
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



羅さけ・いか定第２９号 有限会社植別水産ほ
か3名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ５月１日から１２月１５
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ５月１日から５月９日までの間及び８月２１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（３） ８月１１日から８月２０日までの間及び１２月１日から１２月１５日までの間は、漁
獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・いか定第３０号 中島水産有限会社ほ
か2名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ６月１日から１２月１５
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・いか定第３１号 峯浜水産有限会社ほ
か4名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ５月１日から１２月１５
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ５月１日から５月９日までの間及び８月２１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（３） ８月１１日から８月２０日までの間及び１２月１日から１２月１５日までの間は、漁
獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・いか定第３２号 神山水産有限会社ほ
か1名

目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ６月１日から１２月１５
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

標さけ定第１号 田村正ほか3名 標津郡標津町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

標さけ定第２号 有限会社薫別五洋水
産ほか5名

標津郡標津町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月２１日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ４月２１日から４月３０日までの間及び８月１１日から８月３１日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（３） ８月１日から８月１０日までの間及び１２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲
してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

標さけ定第３号 中野能彰ほか5名 標津郡標津町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

標さけ定第４号 有限会社片山水産 標津郡標津町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

標さけ定第５号 南達哉ほか3名 標津郡標津町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年３月６日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

標さけ定第６号 本間保雄ほか2名 標津郡標津町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

標さけ定第７号 森岡茂ほか9名 標津郡標津町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

標さけ定第８号 有限会社忠類共同水
産ほか1名

標津郡標津町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



標さけ定第９号 ウタリ漁業生産組合 標津郡標津町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月２１日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ４月２１日から４月３０日までの間及び８月１１日から８月３１日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（３） ８月１日から８月１０日までの間及び１２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲
してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

標さけ定第１０号 森岡茂ほか9名 標津郡標津町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

標さけ定第１１号 有限会社忠類共栄水
産ほか3名

標津郡標津町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

標さけ定第１２号 有限会社兼花花田水
産ほか2名

標津郡標津町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

標さけ定第１３号 佐々木一史ほか3名 標津郡標津町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

標さけ定第１４号 今野大ほか1名 標津郡標津町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

標さけ定第１５号 有限会社兼美皆川水
産ほか4名

標津郡標津町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

標さけ定第１６号 馴山修治ほか2名 標津郡標津町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

標さけ定第１７号 株式会社奥村水産ほ
か1名

標津郡標津町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

標さけ定第１８号 中村憲二ほか5名 標津郡標津町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

標さけ定第１９号 佐藤哲平ほか4名 標津郡標津町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

標さけ定第２０号 西山陽一ほか4名 標津郡標津町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



標さけ定第２１号 本村英治ほか4名 標津郡標津町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

標さけ定第２２号 有限会社鈴木漁業ほ
か3名

標津郡標津町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

標さけ定第２３号 林裕子ほか3名 標津郡標津町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

標さけ定第２４号 碓氷ミナ子ほか3名 標津郡標津町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

標さけ定第２５号 有限会社丸五水産ほ
か2名

標津郡標津町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

標さけ定第２６号 有限会社戸田水産ほ
か2名

標津郡標津町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

標さけ定第２７号  細 畑 一 義ほか2名 標津郡標津町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

標さけ定第２８号 谷内基悦ほか3名 標津郡標津町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第１号 佐藤辰夫ほか5名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第２号 鎌田光晴ほか5名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第３号 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第４号 野付漁業協同組合ほ
か5名

野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



別さけ定第５号 武井秀次ほか8名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第６号 新濱良一ほか10名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第７号 内藤幸夫ほか8名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第８号 大森和男ほか10名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第９号 藤村潤一郎ほか9名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第１０号 佐賀隆一ほか10名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第１１号 大森信義ほか10名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第１２号 野付漁業協同組合ほ
か6名

野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第１３号 山本健児ほか6名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第１４号 大久保弘幸ほか9名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第１５号 奥田正博ほか8名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１８
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１８日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第１６号 小山内定俊ほか4名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



別さけ定第１７号 中澤賢ほか2名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第１８号 勝木功ほか2名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第１９号 西山和明ほか3名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第２０号 池田實ほか2名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ６月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第２１号 坂本清一 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第２２号 杉永正弘ほか5名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第２３号 若杉啓二ほか1名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第２４号 佐々木竜也ほか3名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第２５号 木村忍ほか3名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第２６号 濱野誠ほか6名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第２７号 北島和治ほか3名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第２８号 村山朋己ほか5名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



別さけ定第２９号 村山哲唯ほか5名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第３０号 道又久人ほか2名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第３１号 須藤博一ほか5名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第３２号 菅原初男ほか4名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第３３号 佐藤晃ほか3名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第３４号 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第３５号 大橋勝彦ほか5名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第３６号 宮川比呂巳ほか5名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第３７号 道又隆史ほか6名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第３８号 別海漁業協同組合 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第３９号 別海漁業協同組合 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第４０号 福原寛樹ほか4名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



別さけ定第４１号 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第４２号 佐藤久志ほか4名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第４３号 八田金造ほか4名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第４４号 天神保ほか4名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第４５号 大野順也ほか2名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第４６号 渡邊悟ほか4名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第４７号 早瀬康宏ほか3名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

別さけ定第４８号 宮川浩二ほか3名 野付郡別海町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

風さけ定第１号 別海漁業協同組合ほ
か1名

野付郡別海町地先及
び根室市地先

別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月５日から１２月２日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） ８月５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

風さけ定第２号 別海漁業協同組合ほ
か1名

野付郡別海町地先及
び根室市地先

別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月５日から１２月２日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） ８月５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

風さけ定第３号 別海漁業協同組合ほ
か1名

野付郡別海町地先及
び根室市地先

別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月５日から１２月２日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） ８月５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

風さけ定第４号 別海漁業協同組合ほ
か1名

野付郡別海町地先及
び根室市地先

別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月５日から１２月２日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） ８月５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



風さけ定第５号 別海漁業協同組合ほ
か1名

野付郡別海町地先及
び根室市地先

別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月５日から１２月２日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） ８月５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

温さけ定第１号 根室湾中部漁業協同
組合

根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月５日から１２月２日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ８月５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

温さけ定第２号 根室湾中部漁業協同
組合

根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月５日から１２月２日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ８月５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第１号 根室湾中部漁業協同
組合ほか15名

根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第２号 根室湾中部漁業協同
組合ほか15名

根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第３号 根室湾中部漁業協同
組合ほか15名

根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第４号 根室湾中部漁業協同
組合ほか15名

根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第５号 根室漁業協同組合 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第６号 髙橋敏勝ほか1名 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第７号 根室漁業協同組合 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第８号 有限会社北鱗漁業 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第９号 湊栄一ほか2名 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



根さけ定第１０号 根室漁業協同組合 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第１１号 有限会社オホーツク水
産

根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第１２号 有限会社丸星水産 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第１３号 宮下道博 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第１４号 中陳順次ほか2名 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第１５号 南保義浩ほか12名 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第１６号 上田広樹 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第１７号 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第１８号 南出博光ほか7名 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第１９号 宮保豊 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第２０号 猪爪孝一ほか9名 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１日から１２月１２
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ７月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１２日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



根さけ定第２１号 経塚正ほか41名 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月１０日から１２月１０
日まで

令和６年３月６日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ８月３０日から１１月２０日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から４分の３
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月１０日から４月２０日までの間及び８月２１日から８月２９日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から８月３１日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１１日から８月２０日までの間及び１１月２１日から１２月１０日までの間は、
漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第２２号 滝澤昭弘ほか92名 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月１０日から１２月１０
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ８月３０日から１１月２０日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月１０日から４月２０日までの間及び８月２１日から８月２９日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から８月３１日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１１日から８月２０日までの間及び１１月２１日から１２月１０日までの間は、
漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第２３号 小倉啓一ほか81名 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月１０日から１２月１０
日まで

令和６年３月６日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ８月３０日から１１月２０日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月１０日から４月２０日までの間及び８月２１日から８月２９日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から８月３１日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１１日から８月２０日までの間及び１１月２１日から１２月１０日までの間は、
漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第２４号 工藤漁業部株式会社
ほか39名

根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月１０日から１２月１０
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ８月３０日から１１月２０日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月１０日から４月２０日までの間及び８月２１日から８月２９日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から８月３１日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１１日から８月２０日までの間及び１１月２１日から１２月１０日までの間は、
漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第２５号 山田久 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月１０日から１２月１０
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ８月３０日から１１月２０日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月１０日から４月２０日までの間及び８月２１日から８月２９日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から８月３１日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１１日から８月２０日までの間及び１１月２１日から１２月１０日までの間は、
漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第２６号 福士正明ほか1名 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月１０日から１２月１０
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ８月３０日から１１月２０日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から４分の３
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月１０日から４月２０日までの間及び８月２１日から８月２９日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から８月３１日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１１日から８月２０日までの間及び１１月２１日から１２月１０日までの間は、
漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第２７号 有限会社雄洋漁業 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月１０日から１２月１０
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ８月３０日から１１月２０日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月１０日から４月２０日までの間及び８月２１日から８月２９日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から８月３１日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１１日から８月２０日までの間及び１１月２１日から１２月１０日までの間は、
漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第２８号 佐藤俊彦ほか1名 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月１０日から１２月１０
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ８月３０日から１１月２０日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月１０日から４月２０日までの間及び８月２１日から８月２９日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から８月３１日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１１日から８月２０日までの間及び１１月２１日から１２月１０日までの間は、
漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



根さけ定第２９号 庄林正勝ほか1名 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月１０日から１２月１０
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ８月３０日から１１月２０日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月１０日から４月２０日までの間及び８月２１日から８月２９日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から８月３１日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１１日から８月２０日までの間及び１１月２１日から１２月１０日までの間は、
漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第３０号 坂井諭ほか3名 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月１０日から１２月１０
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ８月３０日から１１月２０日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月１０日から４月２０日までの間及び８月２１日から８月２９日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から８月３１日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１１日から８月２０日までの間及び１１月２１日から１２月１０日までの間は、
漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第３１号 河原甲子郎ほか2名 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月１０日から１２月１０
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ８月３０日から１１月２０日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月１０日から４月２０日までの間及び８月２１日から８月２９日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から８月３１日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１１日から８月２０日までの間及び１１月２１日から１２月１０日までの間は、
漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第３２号 濵屋進ほか5名 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月１０日から１２月１０
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ８月３０日から１１月２０日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月１０日から４月２０日までの間及び８月２１日から８月２９日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から８月３１日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１１日から８月２０日までの間及び１１月２１日から１２月１０日までの間は、
漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第３３号 菊地清秋ほか18名 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月１０日から１２月１０
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ８月３０日から１１月２０日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月１０日から４月２０日までの間及び８月２１日から８月２９日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から８月３１日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１１日から８月２０日までの間及び１１月２１日から１２月１０日までの間は、
漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第３４号 庄林正勝ほか5名 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月１０日から１２月１０
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ８月３０日から１１月２０日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月１０日から４月２０日までの間及び８月２１日から８月２９日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から８月３１日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１１日から８月２０日までの間及び１１月２１日から１２月１０日までの間は、
漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第３５号 坂井利明ほか1名 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月１０日から１２月１０
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ８月３０日から１１月２０日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月１０日から４月２０日までの間及び８月２１日から８月２９日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から８月３１日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１１日から８月２０日までの間及び１１月２１日から１２月１０日までの間は、
漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第３６号 加藤文彦ほか3名 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月１０日から１２月１０
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ８月３０日から１１月２０日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月１０日から４月２０日までの間及び８月２１日から８月２９日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から８月３１日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１１日から８月２０日までの間及び１１月２１日から１２月１０日までの間は、
漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



根さけ定第３７号 丸勢幸一ほか6名 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月１０日から１２月１０
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ８月３０日から１１月２０日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月１０日から４月２０日までの間及び８月２１日から８月２９日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から８月３１日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１１日から８月２０日までの間及び１１月２１日から１２月１０日までの間は、
漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第３８号 佐藤俊彦ほか1名 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月１０日から１２月１０
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ８月３０日から１１月２０日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月１０日から４月２０日までの間及び８月２１日から８月２９日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から８月３１日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１１日から８月２０日までの間及び１１月２１日から１２月１０日までの間は、
漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

根さけ定第３９号 佐藤俊彦ほか1名 根室市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月１０日から１２月１０
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ８月３０日から１１月２０日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月１０日から４月２０日までの間及び８月２１日から８月２９日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から８月３１日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１１日から８月２０日までの間及び１１月２１日から１２月１０日までの間は、
漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・ます定第１号 濱澤政巳ほか7名 目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１７日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ９月１１日から９月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（３） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・ます定第２号 四ツ屋文雄ほか7名 目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１７日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ９月１１日から９月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（３） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・ます定第３号 坂本英明ほか6名 目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１７日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ９月１１日から９月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（３） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・ます定第４号 山田裕ほか7名 目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１７日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ９月１１日から９月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（３） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・ます定第５号 水澤幸夫ほか7名 目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１７日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ９月１１日から９月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（３） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・ます定第６号 野澤保志ほか7名 目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１７日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ９月１１日から９月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（３） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・ます定第７号 川端浩一郎ほか7名 目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１７日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ９月１１日から９月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（３） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・ます定第８号 野澤公一ほか7名 目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１７日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ９月１１日から９月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（３） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・ます定第９号 上田奨ほか6名 目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１７日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ９月１１日から９月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（３） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・ます定第１０号 森裕樹ほか7名 目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１７日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ９月１１日から９月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（３） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・ます定第１１号 福岡勝ほか6名 目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１７日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ９月１１日から９月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（３） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・ます定第１２号 白濵修ほか7名 目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１７日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ９月１１日から９月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（３） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羅さけ・ます定第１３号 成田義美ほか7名 目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１７日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ９月１１日から９月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（３） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



羅さけ・ます定第１４号 米澤好宏ほか7名 目梨郡羅臼町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１７日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ９月１１日から９月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（３） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。


















































































































































































































































































































































